
対象＝市に住民記録がある5～11歳の人
使用するワクチン＝ファイザー社製（小児用）
接種回数＝2回
接種費用＝無料
ほかの予防接種との接種間隔に注意
　小児接種を受ける場合は、ほかの予防接種と前後2週間
の間隔を空ける必要がありますので注意してください。
　また、接種日当日は接種スケジュールの確認や健康状態
を把握するため、可能な限り母子健康手帳を持ってきてくだ
さい。

小児接種の効果と副反応のリスク
　国の審議会によると、小児接種でのワクチンの効果は、
2回目の接種後7日以降の発症予防効果が90.7％であると
され、新型コロナウイルス感染症の発症を防ぐ効果が認め
られています。
　また、副反応については、12歳以上の人と同様に数日以
内に接種部位の痛み、発熱、頭痛、倦
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などの症状が現
れることがあります。しかし、症状のほとんどは軽度・中
等度で数日以内に回復するため、現時点では安全性に重大
な懸念は認められないとされています。

小児接種を開始

ワクチン接種に関する問い合わせ先
市が行う接種については
◦成田市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター…10120-11-5828（平日の午前8時30分～午後5時15分）
◦成田市新型コロナウイルスワクチン接種対策室…☎33-7611（平日の午前8時30分～午後5時15分）
ワクチン接種全般については
◦厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター…10120-761770（午前9時～午後9時）
◦県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口…☎03-6412-9326（24時間年中無休）

＊3月7日時点の情報です

　小児接種は、予防接種法上の努力義務の適用はありませ
ん。接種は強制ではなく、感染症予防の効果と副反応のリ
スクについて理解した上で、接種を受ける人の保護者（親
権者または後見人）の同意がある場合に限り行われます。
保護者の同意なく接種が行われることはありません。
　小児接種を希望する場合は、予診票への保護者の署名の
ほか、接種日当日に保護者の立ち会いが必要となります。

　なお、接種は任意であり、周りの人に接種を強制したり、
接種を受けていない人に差別的な扱いをした
りすることのないようお願いします。
　小児接種についての詳細は、厚生労働省
ホームページ（https://www.mhlw.go.jp 
/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_fo 
r_children.html）で確認できます。

保護者の同意と立ち会いが必要です

厚生労働省
ホームページ

□ 接種券（接種券が印字された予診票）
□ 予防接種済証（宛先が印字された用紙）
□  本人確認書類（本人と保護者の保険証など）

当日必要な物
□ 母子健康手帳（可能な限り）
□ お薬手帳（医師への相談を希望する人のみ）

　予約開始日などは医療機関によって異なります。接種券
が届いたら、下記の医療機関へ問い合わせてください。な

お、下記以外にも通院中の人を対象に接種を行う医療機関
があります。

個別接種の予約方法

医療機関名 所在地 電話番号
石原医院 東町157-2 22-0550
渡辺小児科医院 はなのき台1-22-14 36-5020
小田内科医院 玉造4-42-3 28-2256

医療機関名 所在地 電話番号
伊藤医院 本三里塚78-3 35-0101
なのはなクリニック 吉岡1342-7 49-0533
成田病院 押畑896 22-1500

小児接種を開始しました
5〜11歳の人を対象とした新型コロナウイルスワクチンの医療機関での個別接種を開始しました。集団接種について
は、詳細が決まり次第、広報なりたや市ホームページなどでお知らせします。小児接種の接種券は、申し込みをした
人にはすでに発送済みです。また、3月中に対象者全員に接種券を発送します。

新型コロナウイルスワクチン
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